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今年は｢自由部門｣と｢スポーツ部門｣の2部門です。江東区観光協会ホームページ(▢HP https://koto-kanko.jp)
から特設ページにアクセスのうえ、ご応募ください▢問 (一社)江東区観光協会☎6458-7400、℻6458-7420

魅力百様、江東区。
オンライン観光写真コンテスト2019

締切迫る！ 11｜29(金)

高
齢
化
が
進
み
︑
介
護
を
要
す
る

方
が
増
え
る
一
方
︑
介
護
を
巡
る
課

題
は
多
様
化
し
て
い
ま
す
︒

﹁
介
護
の
日
﹂
は
︑
介
護
に
対
す

る
理
解
と
認
識
を
深
め
︑
介
護
サ
ー

ビ
ス
利
用
者
と
家
族
︑
介
護
従
事
者

等
を
支
援
す
る
と
と
も
に
︑
地
域
で

の
支
え
合
い
や
交
流
を
促
進
す
る
観

点
か
ら
︑
国
が
定
め
た
も
の
で
す
︒

江
東
区
で
要
介
護
︵
要
支
援
︶
認

定
を
受
け
た
方
は
︑
約
�
万
人
に
も

上
り
ま
す
︒

他
人
ご
と
で
は
な
い
介
護

介
護
を
要
す
る
状
態
に
な
ら
な
い

た
め
に
は
︑
日
ご
ろ
か
ら
介
護
予
防

に
努
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
︒
し
か

し
︑
年
齢
と
と
も
に
︑
日
常
生
活
上
︑

何
ら
か
の
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
に
な
る

こ
と
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
︒
病
気
や

事
故
が
原
因
で
介
護
が
必
要
に
な
る

方
も
い
ま
す
︒
﹁
老
老
介
護
﹂
︑
﹁
介

護
離
職
﹂
な
ど
︑
介
護
は
ご
自
身
だ

け
の
問
題
で
な
く
︑
ご
家
族
の
人
生

に
も
関
わ
る
大
き
な
問
題
で
す
︒

み
ん
な
で
支
え
る
介
護
保
険
制
度

介
護
保
険
は
﹁
介
護
が
必
要
な

人
﹂
と
﹁
介
護
す
る
人
﹂
を
社
会
全

体
で
支
え
る
制
度
で
︑
平
成

年
に

12

始
ま
り
ま
し
た
︒
医
療
保
険
と
同
様
︑

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
で
︑
介
護
サ

ー
ビ
ス
利
用
時
の
自
己
負
担
は
︑
所

得
に
応
じ
て
�
～
�
割
に
な
り
ま
す
︒

日
本
国
内
に
住
む

歳
以
上
の
全

40

て
の
方
は
︑
介
護
保
険
法
に
基
づ
き
︑

自
動
的
に
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
︒

﹇
介
護
保
険
被
保
険
者
証
﹈

第
�
号
被
保
険
者
︵

歳
以
上
︶

65

の
方
に
は
︑

歳
を
迎
え
る
時
に
︑

65

保
険
証
︵
被
保
険
者
証
︶
を
お
送
り

し
ま
す
︒
第
�
号
被
保
険
者
︵

～
40

歳
︶
の
方
は
︑
特
定
疾
病
︵
脳
血

64管
疾
患
な
ど

種
類
︶
に
よ
り
介
護

16

や
支
援
が
必
要
と
認
定
さ
れ
た
場
合

に
︑
保
険
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
︒

﹇
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
﹈

訪
問
介
護
︵
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
︶
や

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
︑
福
祉
用
具

︵
車
い
す
等
︶
の
貸
与
等
︑
さ
ま
ざ

ま
な
サ
ー
ビ
ス
が
介
護
保
険
で
利
用

で
き
ま
す
︒
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

に
は
︑
事
前
に
介
護
の
認
定
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
区
役
所
介
護

保
険
課
へ
︑
ご
相
談
く
だ
さ
い
︒

﹇
介
護
保
険
料
﹈

介
護
保
険
料
の
納
め
方
は
︑

～
40

歳
の
方
と

歳
以
上
の
方
と
で
︑

64

65

異
な
り
ま
す
︒

～

歳
︵
第
�
号
被
保
険
者
︶

40

64

の
方
は
︑
医
療
保
険
料
と
一
緒
に
納

め
て
い
た
だ
き
ま
す
︵
医
療
保
険
料

の
中
に
介
護
保
険
料
も
含
ま
れ
て
い

ま
す
︶
︒
介
護
保
険
料
は
︑
医
療
保

険
ご
と
に
設
定
さ
れ
る
介
護
保
険
料

率
と
給
与
等
に
応
じ
て
決
ま
り
ま
す
︒

歳
以
上
︵
第
�
号
被
保
険
者
︶

65

の
方
は
︑
医
療
保
険
料
と
は
別
に
︑

お
住
ま
い
の
区
市
町
村
に
直
接
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
︒
年
金
を
年
額
18

万
円
以
上
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
︑

特
別
徴
収
︵
年
金
か
ら
の
差
し
引

き
︶
の
方
式
に
よ
り
ま
す
︒
介
護
保

険
料
は
︑
ご
本
人
の
前
年
の
収
入
と

世
帯
の
課
税
状
況
を
基
に
算
定
さ
れ

ま
す
︒
介
護
保
険
料
の
決
定
通
知
は
︑

歳
を
迎
え
た
翌
月
と
︑
毎
年
�
月

65中
旬
に
お
送
り
し
て
い
ま
す
︒

﹇
保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と
﹈

滞
納
期
間
に
応
じ
て
保
険
給
付
が

制
限
さ
れ
︑
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
時

の
自
己
負
担
割
合
が
引
き
上
げ
ら
れ

る
等
の
不
利
益
が
生
じ
ま
す
︒

保
険
給
付
が
制
限
さ
れ
る
と
︑
ご

本
人
の
み
な
ら
ず
︑
ご
家
族
の
経
済

的
・
精
神
的
な
負
担
も
増
大
し
ま
す
︒

保
険
料
の
納
付
が
困
難
と
な
っ
た

場
合
に
は
︑
分
割
納
付
や
︑
ご
事
情

に
よ
り
減
免
等
の
制
度
も
あ
り
ま
す

の
で
︑
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
︒

﹇
保
険
料
は
大
切
な
財
源
で
す
﹈

介
護
保
険
の
財
源
は
︑
�
割
が
公

費
︵
税
金
︶
︑
�

割
が
皆
さ
ん
か
ら

の
保
険
料
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
︒

一
人
ひ
と
り
の
保
険
料
が
︑
制
度

を
支
え
て
い
ま
す
︒
介
護
が
必
要
に

な
っ
た
と
き
︑
誰
も
が
安
心
し
て
サ

ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
︑
保
険
料
納
付
へ
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
︒

﹁
介
護
﹂は
誰
し
も
経
験
す
る
こ
と

介
護
保
険
は
︑
住
み
慣
れ
た
家
や

地
域
で
︑
い
つ
ま
で
も
安
心
し
て
生

活
で
き
る
こ
と
︑
ま
た
︑
介
護
者
の

負
担
軽
減
を
目
的
と
し
た
制
度
で
す
︒

長
寿
社
会
に
お
い
て
︑
﹁
介
護
﹂
は

誰
し
も
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
で
す
︒

介
護
の
認
定
率
は
︑

～

歳
で
は

65

69

人
に
�
人
の
割
合
で
す
が
︑

～

30

75

歳
で
は
�
人
に
�
人
︑
さ
ら
に

79

85

～

歳
で
は
�
人
に
�
人
の
割
合
と
︑

89
年
齢
と
と
も
に
高
く
な
り
ま
す
︒
何

が
き
っ
か
け
で
︑
ご
自
身
が
﹁
介
護

が
必
要
な
人
﹂
﹁
介
護
を
す
る
人
﹂

に
な
る
か
︑
わ
か
り
ま
せ
ん
︒

万
一
に
備
え
︑
﹁
介
護
﹂
に
つ
い

て
︑
ご
家
族
で
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
︒

▢問
﹇
保
険
証
と
保
険
料
に
関
す
る

こ
と
﹈介
護
保
険
課
資
格
保
険
料
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

歳
末
た
す
け
あ
い
運
動
の
募
金
か

ら
︑
見
舞
い
品
︵
洗
剤
セ
ッ
ト
・
お

米
・
し
ょ
う
ゆ
セ
ッ
ト
か
ら
�
つ
を

選
択
︶
を
お
届
け
し
ま
す
︒

▢人
区
内
在
住
︵
在
宅
者
︶
で
︑
下

表
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
※
来

所
が
困
難
な
方
は
代
理
の
方
の
申
込

可
▢申
各
受
付
場
所
で
※
来
所
に
よ
る

申
込
が
で
き
な
い
場
合
は
︑

月
11

20

日
︵
水
︶
～

日
︵
土
︶︵
消
印
有
効
︶

30

に
︑
任
意
の
用
紙
に
﹁
名
前
︵
ふ
り

が
な
︶
﹂
﹁
住
所
﹂
﹁
電
話
番
号
﹂
﹁
生

年
月
日
﹂
﹁
希
望
の
品
﹂
を
記
入
し
︑

必
要
書
類
︵
対
象
要
件
・
名
前
・
住

所
・
生
年
月
日
が
わ
か
る
部
分
︶
の

写
し
と
と
も
に
︑
〒

︱

東
陽
�

135

0016

︱

�
︱

江
東
区
社
会
福
祉
協
議
会

17

福
祉
サ
ー
ビ
ス
課
へ
郵
送
ま
た
は
フ

ァ
ク
ス
で

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

﹇
保
険
の
給
付
に
関
す
る
こ
と
﹈

介
護
保
険
課
給
付
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

﹇
在
宅
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
こ
と
﹈

介
護
保
険
課
在
宅
支
援
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

﹇
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
相
談
﹈

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

﹇
要
介
護
認
定
に
関
す
る
こ
と
﹈

介
護
保
険
課
認
定
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

﹇
訪
問
調
査
に
関
す
る
こ
と
﹈

介
護
保
険
課
調
査
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

長
年
︑
不
登
校
や
ひ
き
こ
も
り
対

策
な
ど
︑
こ
ど
も
・
若
者
支
援
を
行

っ
て
き
た
講
師
に
︑
失
敗
し
な
い
力

で
は
な
く
失
敗
し
て
も
次
に
い
け
る

力
な
ど
︑
生
き
る
力
の
確
立
の
た
め

の
道
に
つ
い
て
︑
事
例
を
交
え
て
講

演
い
た
だ
き
ま
す
︒

▢時

月

日
︵
土
・
祝
︶
午
後
�

11

23

時
～
�
時

▢場
江
東
区
文
化
セ
ン
タ

ー
�
階
第
�
・
�
研
修
室
︵
東
陽
�

︱

︱

�
︶
▢人
ど
な
た
で
も

人

11

90

︵
先
着
順
︶
▢費
無
料

▢師
藤
井
智
氏

︵
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
文
化
学
習
協
同
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
常
務
理
事
︶

▢申
当
日
直
接
会
場
へ

▢問
こ
う
と
う
ゆ
ー
す
て
っ
ぷ
専
用

ダ
イ
ヤ
ル

☎
�
�
�
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

こ
う
と
う
ゆ
ー
す
て
っ
ぷ

︵
青
少
年
相
談
︶
実
施
中

青
少
年
期
の
幅
広
い
悩
み
に
対
し
︑

専
門
相
談
員
に
よ
る
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
︒
日
程
︑
時
間
等
の
詳
細
は

区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒

▢問
青
少
年
課
青
少
年
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

要介護度が記載されているもの
(｢介護保険証｣等)※1

必要書類(コピーも可)

※1 有効期間が令和元年12月末まで確認できること
※2 有効期限が令和元年12月末まで確認できること

身体障害者手帳
1・2・3級の方

18歳未満の児童を扶養
するひとり親家庭の方

愛の手帳愛の手帳1・2・3度の方

介護保険要介護
3・4・5の方

精神障害者保健福祉手帳※2
精神障害者保健福祉
手帳1・2・3級の方

対象者

ひとり親家庭であることがわか
るもの(｢ひとり親家庭医療証｣・
｢児童扶養手当証書｣等)

身体障害者手帳

11／20(水)〜30(土)9：00〜17：00
(11／23(土・祝)・24(日)を除く)

11／20(水)〜30(土)9：00〜17：00
(11／23(土・祝)・24(日)を除く)
※11／20(水)・25(月)・27(水)・
29(金)は19：00まで

受付期間・時間

障害者福祉センター
(扇橋3-7-2)

亀戸ふれあいセンター
(亀戸9-33-2-101)

11／20(水)〜30(土)9：00〜17：00
(11／24(日)を除く)

深川ふれあいセンター
(平野1-2-3)

江東区社会福祉協議会
福祉サービス課(東陽6
-2-17高齢者総合福祉
センター2階)

城東ふれあいセンター
(北砂4-20-12)

受付場所

第
�
回
区
議
会
定
例
会
終
わ
る

平
成

年
度
各
会
計
歳
入
歳
出
決
算
を
認
定

30

﹁
平
成

年
度
江
東
区
一
般
会
計

30

歳
入
歳
出
決
算
﹂
な
ど

○
予
算
案
件
︵
�
件
︶

﹁
令
和
元
年
度
江
東
区
一
般
会
計

補
正
予
算
︵
第
�
号
︶
﹂

○
条
例
案
件
︵

件
︶

25

﹁
江
東
区
立
児
童
遊
園
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
﹂
な
ど

○
契
約
案
件
︵
�
件
︶

﹁
江
東
区
豊
洲
西
小
学
校
校
舎
増

築
そ
の
他
改
修
工
事
請
負
契
約
﹂
な

令
和
元
年
第
�
回
区
議
会
定
例
会

が
︑
�
月

日
か
ら

月

日
ま
で

19

10

21

︵
会
期

日
間
︶
開
か
れ
ま
し
た
︒

33

今
回
の
定
例
会
で
は
︑
﹁
平
成
30

年
度
江
東
区
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決

算
﹂
な
ど

議
案
に
つ
い
て
審
議
さ

42

れ
︑
原
案
ど
お
り
可
決
・
認
定
さ
れ

ま
し
た
︒

な
お
︑
可
決
・
認
定
さ
れ
た
議
案

の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
︒

○
認
定
案
件
︵
�
件
︶

ど○
そ
の
他
の
案
件
︵
�
件
︶

﹁
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
の

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
﹂
な

ど○
意
見
書
・
決
議
︵
�
件
︶

﹁
不
発
弾
処
理
に
伴
う
費
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